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令和８年設楽町規則第１号 

 

設楽町保育所管理規則の一部を改正する規則 

 

設楽町保育所管理規則(平成23年設楽町規則第15号)の一部を次のように改正す

る。 

第２条の表設楽町田口・清嶺保育園の項中「30人」を「40人」に改める。 

第３条第１項中「30分」を「45分」に改め、同条第２項第１号中「午後４時45分」

を「午後５時」に改め、同項第２号中「午後５時」の次に「15分」を加え、同項第

３号中「30分」を「45分」に改める。 

第４条中「45分」を「60分」に改める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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設楽町保育所管理規則（平成23年設楽町規則第15号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（定員） （定員） 

第２条 保育所の定員は、次のとおりとする。 第２条 保育所の定員は、次のとおりとする。 

名称 定員 

設楽町名倉保育園 30人 

設楽町田口・清嶺保育園40人 

設楽町津具保育園 30人 
 

名称 定員 

設楽町名倉保育園 30人 

設楽町田口・清嶺保育園30人 

設楽町津具保育園 30人 
 

（勤務時間） （勤務時間） 

第３条 園長、保育士及び調理員（以下「保育士等」

という。）の勤務時間は、午前８時から午後４時4

5分とする。ただし、土曜日は午前８時から正午ま

でとする。 

第３条 園長、保育士及び調理員（以下「保育士等」

という。）の勤務時間は、午前８時から午後４時3

0分とする。ただし、土曜日は午前８時から正午ま

でとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、町長は、業務の都合

上必要と認めるときは、保育士等の勤務時間を次

のとおり変更することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、町長は、業務の都合

上必要と認めるときは、保育士等の勤務時間を次

のとおり変更することができる。 

(1) 午前８時15分から午後５時     (1) 午前８時15分から午後４時45分 

(2) 午前８時30分から午後５時15分 (2) 午前８時30分から午後５時     

(3) 午前９時から午後５時45分 (3) 午前９時から午後５時30分 

（休憩時間） （休憩時間） 

第４条 保育士等の休憩時間は、勤務時間の途中に6

0分置くものとする。 

第４条 保育士等の休憩時間は、勤務時間の途中に4

5分置くものとする。 

 


